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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を統括的に制御する遊技制御装置と、
　複数の図柄を可変表示する表示装置と、
　前記遊技制御装置からの表示指令信号に基づいて前記表示装置における表示制御を行う
表示制御装置と、
を備えた遊技機において、
　前記遊技制御装置は、
　機種に応じた図柄の色彩を特定する情報を備え、
　前記表示指令信号に、前記図柄の色彩を特定する情報を含ませて送信可能とし、
　前記表示制御装置は、
　図柄の輪郭領域の画素と内部領域の画素とでは異なる番号が設定されたフォントデータ
を各図柄毎に記憶し、該フォントデータをスプライト画像に割り当てるとともに当該スプ
ライト画像の画素に設定された各番号に任意の色彩を割り当てることを可能とし、
　かつ、前記表示制御装置は、前記遊技制御装置からの前記図柄の色彩を特定する情報に
より機種毎に前記スプライト画像の図柄の輪郭領域及び内部領域の色彩が変更されるよう
にして、複数機種の前記遊技制御装置に適用可能に構成したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記表示制御装置は、前記スプライト画像の画素に設定された所定の番号に透明色を割
り当てることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技制御装置からの表示指令信号に基づいて表示装置の表示を制御する表示制
御装置を備えた遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、表示装置に画像表示を行う遊技機（例えば弾球遊技機）においては、遊技を統
括的に制御する遊技制御装置と、表示装置を制御する表示制御装置を別体で設け、表示制
御装置を遊技制御装置からの表示指令信号で制御するようにしたものが知られている。
【０００３】
このような遊技機では、遊技機の機種が異なると遊技の制御方法が変わってくるので、遊
技制御装置および表示制御装置も、機種に１対１で対応して異なるものされていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、遊技機には、機種が異なったとしても、表示装置における表示が類似する
ものがある。したがって、このような表示が類似する遊技機では、表示制御装置を汎用的
に利用した方が、効率がよい。
【０００５】
一方、遊技制御装置は、遊技の中核となる制御（例えば大当たりの抽選）を行うものであ
るので、遊技機の機種に１対１で対応するものとして厳密に管理することが、不正行為防
止等の安全性確保のために必要である。
【０００６】
本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、遊技制御装置からの表示指令信
号に基づいて表示装置の表示を制御する表示制御装置を備えた遊技機において、異なる機
種で表示制御装置を汎用化し得るものを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　第１の発明は、遊技を統括的に制御する遊技制御装置と、複数の図柄を可変表示する表
示装置と、前記遊技制御装置からの表示指令信号に基づいて前記表示装置における表示制
御を行う表示制御装置と、を備えた遊技機において、前記遊技制御装置は、機種に応じた
図柄の色彩を特定する情報を備え、前記表示指令信号に、前記図柄の色彩を特定する情報
を含ませて送信可能とし、前記表示制御装置は、図柄の輪郭領域の画素と内部領域の画素
とでは異なる番号が設定されたフォントデータを各図柄毎に記憶し、該フォントデータを
スプライト画像に割り当てるとともに当該スプライト画像の画素に設定された各番号に任
意の色彩を割り当てることを可能とし、かつ、前記表示制御装置は、前記遊技制御装置か
らの前記図柄の色彩を特定する情報により機種毎に前記スプライト画像の図柄の輪郭領域
及び内部領域の色彩が変更されるようにして、複数機種の前記遊技制御装置に適用可能に
構成したことを特徴とする。
【０００８】
　第２の発明は、表示制御装置は、前記スプライト画像の画素に設定された所定の番号に
透明色を割り当てることを特徴とする
【００２０】
【発明の作用及び効果】
　第１の発明では、表示制御装置は、遊技制御装置からの図柄の色彩を特定する情報によ
り機種毎に図柄の輪郭領域及び内部領域の色彩が変更されるようにして、複数機種の遊技
制御装置に適用可能に構成したので、遊技機（遊技制御装置）の機種が異なったとしても
、機種に対応した表示を確実に表示させることができる。したがって、１種類の表示制御
装置を、複数種類の遊技制御装置に対して汎用的に使用することが可能となり、表示制御
装置を効率的に大量生産することができ、生産効率向上によるコスト削減を図ることがで
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きる。また、複数機種の遊技機に対して、１種類の表示制御装置を検査すればよくなるの
で、検査機関による検査の労力が低減される。
【００２１】
　また、表示制御装置に記憶しておくデータ量を少なくでき、コスト削減できるとともに
、表示の変更にも容易に対応できる。この場合、各図柄に対して、輪郭領域と内部領域と
を区別して任意の色彩を設定することができる。
【００２２】
　特に、第２の発明では、スプライト画像の画素に設定された所定の番号に透明色を割り
当てるので、図柄の後側に配置された画像を図柄の透明色が割り当てられた領域を介して
見ることができる演出を行うことができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に基づいて、本発明の実施の形態について説明する。
【００３３】
図１は、弾球遊技機の遊技盤１０の正面図である。
【００３４】
この遊技盤１０の表面において、ガイドレール９で囲われた部分が遊技領域１１となる。
弾球遊技においては、図示されない打球発射装置の操作により、遊技球（パチンコ球）が
１個ずつ遊技領域１１へ向けて打ち出される。
【００３５】
遊技領域１１の下方付近には、内部に大入賞口を有する特別変動入賞装置１２が配設され
る。この特別変動入賞装置１２は、大入賞口ソレノイド１２Ａ（図２参照）への通電によ
り開閉されるものである。また、遊技領域１１の各所には一般入賞口１３が設けられると
ともに、特別変動入賞装置１２の直ぐ上方には、電動ゲート（普通変動入賞装置）１５を
有する始動口１４が配設される。この電動ゲート１５は、電動ゲートソレノイド１５Ａ（
図２参照）への通電により動作し、始動口１４への入口の広さを変更する。さらに、遊技
領域１１の最下端には、排出口１６が設けられる。これにより、遊技領域１１内に打ち込
まれた遊技球は、遊技領域１１内の各所に配置された風車等の転動誘導部材１７により転
動方向を変えられながら遊技領域１１表面を流下し、特別変動入賞装置１２、一般入賞口
１３、始動口１４、排出口１６のいずれかに入るようになっている。
【００３６】
各入賞装置（特別変動入賞装置１２、一般入賞口１３、始動口１４）への入賞は、セーフ
センサ５１（図２参照）により検出される。そして、入賞した入賞装置の種類に応じた数
の賞球が賞球口６Ａから排出されるように、排出制御装置２００（図２参照）により、球
排出装置（排出ユニット）が制御されるようになっている。
【００３７】
特別変動入賞装置１２上方の遊技領域１１ほぼ中央には、表示装置（特別図柄表示装置）
２０が備えられる。この表示装置２０は、表示制御装置１５０（図２参照）により制御さ
れて、遊技の進行に対応した画像を表示するものである。具体的に、この表示装置２０に
おいては、主たる表示として、表示画面の複数の表示領域（例えば左、中、右の３つの表
示領域）のそれぞれに、識別情報である特別図柄が可変表示される。これらの特別図柄と
しては、例えば、１６進法で表現された１６個の数字（「０」～「Ｆ」）が表示され、こ
れらの数字からなる帯をスクロールさせながら変動表示することができるようになってい
る。なお、この表示装置２０の表示画面部分は、例えばＬＣＤ（液晶表示器）、ＣＲＴ（
ブラウン管）等から構成される。。
【００３８】
始動口１４には入賞球を検出する特別図柄始動センサ５２（図２参照）が設けられる。始
動口１４への遊技球の入賞タイミングは、特別図柄入賞記憶として、遊技制御装置１００
（図２参照）の所定の記憶領域（ＲＡＭ１１３（図２参照）の第１～第４の特別図柄記憶
領域）に最大４回分を限度として記憶される。また、この特別図柄入賞記憶の数は、表示



(4) JP 4160688 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

装置２０上部に設けられた特別図柄記憶表示器２１に表示される。遊技制御装置１００は
、特別図柄入賞記憶に基づき、（特別図柄に関する）大当たり発生の抽選を行う。
【００３９】
この大当たりの抽選のたびに、表示装置２０の画像表示は可変状態となる。具体的には、
各表示領域の特別図柄が変動（例えばスクロール）する。そして、抽選により遊技が大当
たり状態となると、変動した各識別情報が所定の組み合わせで停止するとともに、特別変
動入賞装置１２が、所定期間にわたって、球を受け入れない閉状態（遊技者に不利な状態
）から球を受け入れやすい開状態（遊技者に有利な状態）に変換され、遊技者により多く
の賞球獲得のチャンスが与えられる。
【００４０】
大当たりには、通常の大当たりと確率変動を伴う大当たりの２種類が設けられる。そして
、通常の遊技においては、大当たりの発生確率は、所定の確率（例えば１／３００）に保
たれているが、確率変動を伴う大当たりが発生した場合には、この発生が確率変動図柄に
よる大当たり表示（例えば「７７７」）で示されるとともに、確率変動状態、すなわち大
当たり発生確率が通常の確率よりも高い確率（例えば１／５０）となる状態に、遊技が移
行するようになっている。この確率変動状態は、引き続く大当たりが確率変動を伴わない
通常の大当たりとなるまで継続される。
【００４１】
特別変動入賞装置１２内には、特別変動入賞装置１２への入賞球数をカウントするカウン
トセンサ５５（図２参照）ならびに特別変動入賞装置１２内に設けられた継続入賞口への
入賞球を検出する継続センサ５４（図２参照）が備えられている。
【００４２】
上記の開状態は、このカウントセンサ５５により検出される特別変動入賞装置１２への所
定数（例えば１０個）の入賞または所定時間の経過（例えば３０秒）を１単位（１ラウン
ド）として実行される。そして、各ラウンドにおいて特別変動入賞装置１２へ所定数の入
賞があり、かつ継続センサ５４により検出される継続入賞口への入賞がある限り、ラウン
ドは所定の上限値（例えば１６ラウンド）に至るまで繰り返されるようになっている。
【００４３】
遊技領域１１の所定位置には、普通図柄始動ゲート１８が配設される。この普通図柄始動
ゲート１８への遊技球の通過は普通図柄始動ゲートセンサ５３（図２参照）により検出さ
れ、この通過タイミング（普通図柄始動記憶）は、遊技制御装置１００に記憶される。遊
技制御装置１００は、この普通図柄始動記憶に基づき、普通図柄に関する当たりの抽選を
行う。この普通図柄に関する当たりが発生したときには、所定時間にわたって始動口１４
の電動ゲート１５が開かれ、始動口１４への入賞が容易とされるようになっている。なお
、普通図柄始動記憶の記憶数は、後述の普通図柄表示器３０の両側に配設された普通図柄
記憶表示器３１に表示されようになっている。
【００４４】
始動口１４の基部には、普通図柄（例えば一桁の数字）を表示する普通図柄表示器３１が
配設される。この普通図柄表示器３１における可変表示は、普通図柄始動記憶があると変
動を始め、普通図柄に関する抽選が当たりとなると、所定の当たり図柄で停止する。
【００４５】
また、弾球遊技機には、装飾表示制御装置３００（図２参照）により制御される各種装飾
表示装置（サイドランプ４１等）が配設され、遊技の進行に伴うランプ点灯等の装飾表示
が行われるようになっている。さらに、弾球遊技機には、音制御装置２５０（図２参照）
に制御される音出力装置（図示せず）が備えられ、遊技状態に対応した効果音を出力する
ようになっている。なお、以下の説明では、装飾表示装置と音出力装置とを併せて演出装
置と言い、音制御装置２５０と装飾表示制御装置３００とを併せて演出制御装置と言う。
【００４６】
図２は、弾球遊技機の制御系を示すブロック構成図である。
【００４７】
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図示されるように、遊技制御装置１００は、遊技用マイクロコンピュータ１０１、入力イ
ンターフェイス１０２、出力インターフェイス１０３、分配回路１０４、発振器１０５等
から構成される。
【００４８】
遊技用マイクロコンピュータ１０１は、ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２，ＲＡＭ１１３を備
える。
【００４９】
ＣＰＵ１１１は、遊技制御装置１００による制御（遊技制御）を司るＩＣである。
【００５０】
ＲＯＭ１１２は、遊技制御のための不変の情報を記憶しているもので、各種プログラムや
、遊技制御における大当たりの確率などの定数が記憶されている。
【００５１】
ＲＡＭ１１３は、ＣＰＵ１１１による遊技制御時にワークエリアとして利用されるもので
、特別図柄乱数カウンタ、特別図柄乱数記憶、普通図柄乱数カウンタ、普通図柄乱数記憶
、大当たり判定フラグ等が、対応する格納領域に記憶される。ここで、特別図柄乱数カウ
ンタ、普通図柄乱数カウンタは、それぞれ、（特別図柄に関する）大当たり、普通図柄に
関する当たりを決定するために用いられるカウンタで、所定の数値範囲内で更新されるも
のである。また、大当たり判定フラグは、大当たりの発生／非発生を示すフラグである。
【００５２】
ＣＰＵ１１１には、入力インターフェース１０２を介して、各種検出装置、すなわちセー
フセンサ５１、特別図柄始動センサ５２、普通図柄始動ゲートセンサ５３、カウントセン
サ５４、継続センサ５４からの検出信号が入力される。ＣＰＵ１１１は、これらの検出信
号に基づいて、ＲＯＭ１１２に格納されたプログラム（遊技プログラム）により、遊技の
統括的な制御（遊技制御）を行う。
【００５３】
詳しく説明すると、遊技用マイクロコンピュータ１０１は、特別図柄入賞記憶（特別図柄
始動センサ５２による始動口１４への入賞検出のタイミングにおける特別図柄乱数カウン
タの値）に基づいて、（特別図柄に関する）大当たりの抽選を行う。また、普通図柄入賞
記憶（普通図柄始動センサ５２による普通図柄始動ゲート１８通過検出のタイミングにお
ける普通図柄乱数カウンタの値）に基づいて、普通図柄に関する当たりの抽選を行う。
【００５４】
また、ＣＰＵ１１１は、表示制御装置１５０に表示制御信号を送信して、表示装置２０に
おける表示を制御する。また、同様に、特別図柄記憶表示器２１、普通図柄表示器３０、
普通図柄記憶表示器３１に制御信号を送信し、これら各表示器の表示を制御する。
【００５５】
また、ＣＰＵ１１１は、特別変動入賞装置１２の駆動用ソレノイドである大入賞口ソレノ
イド１２Ａ、電動ゲート１５の駆動ソレノイドである電動ゲートソレノイド１５Ａに制御
信号を送信し、これらのソレノイドへの通電を制御することにより、特別変動入賞装置１
２、電動ゲート１５の開閉を制御する。
【００５６】
また、ＣＰＵ１１１は、排出制御装置２００に、賞球数データ等を含む排出制御信号（賞
球数制御情報）を送信し、図示されない排出装置からの賞球（および貸球）の排出を制御
する。なお、排出制御装置５０には、セーフセンサ５１からの検出信号が、分配回路１０
４を介して入力される。
【００５７】
また、ＣＰＵ１１１は、音制御装置２５０、装飾表示制御装置３００に、それぞれ音制御
信号、装飾表示制御信号を送信し、音出力装置からの音出力、各種装飾表示装置（サイド
ランプ４１等）の点滅動作等を制御する。
【００５８】
これらの場合、遊技制御装置１００と、この遊技制御装置１００により統括制御される各
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種制御装置（表示制御装置１５０、排出制御装置２００、音制御装置２５０、装飾表示制
御装置３００）との間の通信は、遊技制御装置１００から各種制御装置に向かう単方向通
信となっている。すなわち、各種制御装置から遊技制御装置１００に向けては、何らかの
情報が送信されることはない（ただし、電源供給のような情報通信とは関係ない要素が伝
達されることはあり得る）。
【００５９】
これにより、各種制御装置側から遊技制御装置１００に向けて不正な信号を送信して遊技
制御装置１００による制御を攪乱する不正行為を有効に防止できる。また、遊技機の検査
は、各種制御装置から遊技制御装置１００に通信がなされないことを前提に行えるので、
検査の労力を低減できる。
【００６０】
なお、この単方向通信の具体的な構成としては、例えば、遊技制御装置から各種制御装置
に送信される各信号を単方向通信にし、かつこの信号線上にバッファ回路を設ける構成を
採ることができる（特許第２８９６３６９号参照）。
【００６１】
発振器１０５は、一定周期（例えば、２ｍｓｅｃ）のリセット割込信号を生成し、ＣＰＵ
１１１のリセット入力端子に入力する。ＣＰＵ１１１は、このリセット割込信号の入力毎
に、予め定めた所定番地から遊技プログラムを実行する。遊技制御は、このリセット割込
信号の割込時間（信号周期）を単位として実行されることになる。なお、このＣＰＵ１１
１のリセットは、ＣＰＵ１１１内でソフト的にかけることもできる。
【００６２】
遊技制御装置１００は、外部情報端子盤６０を介して、図示されない遊技店のホールコン
ピュータ（中央管理装置）に接続される。ホールコンピュータには、大当たりが発生した
ときの大当たり信号、確率変動状態への移行を示す確率変動信号、表示装置２０における
図柄停止を示す図柄停止信号、異常信号等が送信され、複数の弾球遊技機が統括的に管理
される。
【００６３】
図３には、表示制御装置１５０の構成を示す。
【００６４】
図示されるように、表示制御装置１５０は、ＣＰＵ１５１、ＲＯＭ１５２、ＲＡＭ１５３
、ＤＭＡＣ（ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ）１５４、インターフェイス
１５５、ＶＤＰ（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ）１５６、表示装置（ＬＣＤ）２０
の画像データを格納したフォントＲＯＭ１５７、クロック１５８等から構成される。
【００６５】
ＣＰＵ１５１は、インターフェイス１５５を介して遊技制御装置１００からの通信割り込
みを受けると、遊技制御装置１００からの表示制御信号（表示制御データ）の読み込みを
行うとともに、この表示制御データに基づいて画面情報（図柄表示情報、背景画面情報、
動画キャラクタ画面情報など）を作成して、ＲＡＭ１５３に記憶する。
【００６６】
この画面情報は、ＶＤＰ１５６からＣＰＵ１５１への垂直同期割り込みのタイミングで、
ＶＤＰ１５６から転送指令を受けたＤＭＡＣ１５４により、ＶＤＰ１５６に転送される。
ＶＤＰ１５６は、この画像情報に基づき、フォントＲＯＭ１５７の該当画像データを取り
込み、表示装置２０の画面に水平走査、垂直走査を行って、所定の画像表示を行う。
【００６７】
なお、前述したように、遊技制御装置１００と表示制御装置１５０の通信は、遊技制御装
置１００から表示制御装置１５０に向かう単方向通信である。
【００６８】
図４には、表示装置２０における表示原理を示す。この図４を用いて、上記表示制御装置
１５０の各構成の機能を詳細に説明する。
【００６９】
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図示されるように、表示装置２０のＬＣＤ画面は、網の目状に配置された多数の画素から
構成される。これらの画素に色が割り当てられることにより、図柄、キャラクタ等の画像
表示がなされる。
【００７０】
フォントＲＯＭ１５７は、各図柄毎に各画素に番号を割り当てたフォントデータを記憶し
ている。例えば、図４では、図柄「２」のフォントデータとして、図柄輪郭の外側領域（
透明領域）に０番を割り当て、図柄の輪郭領域に１番を割り当て、図柄輪郭の内側領域に
２番を割り当てたデータが記憶されている。
【００７１】
ＶＤＰ１５６は、ＣＰＵ１５１からの画面情報に基づいて、フォントデータの一つを一つ
のスプライト画像に割り当てるとともに、フォントデータの各番号に任意の色彩を設定す
ることができる（パレット制御）。すなわち、ＶＤＰ１５６は、各図柄につき、同一の輪
郭に異なる色彩を持たせることができる。
【００７２】
表示装置２０には、スプライト画像が自在に重ね合わされた表示がなされる（スプライト
制御）。具体的に、背景画像のスプライト画像の前に、各図柄のスプライト画像やキャラ
クターのスプライト画像を重ね合わせることにより、背景の前面に図柄やキャラクターが
表示された画像表示が得られる。なお、後側のスプライト画像は、前側のスプライト画像
の透明色が割り当てられた領域を介して見ることができる。
【００７３】
本実施の形態では、このような表示原理に基づいて、例えば図５（Ａ）または（Ｂ）に示
すような方法で、確率変動図柄と通常図柄を判別表示する。具体的に、図５（Ａ）では、
確率変動図柄「１」、「３」、「５」と通常図柄「２」、「４」とに異なる色彩情報を割
り当てることにより、判別表示を行う。また、図５（Ｂ）では、確率変動図柄「１」、「
３」、「５」のスプライト画像に、桜のスプライト画像（確率変動図柄であることを示す
マーク）を重ね合わせることにより、確率変動図柄であることを明示する。
【００７４】
このように本実施の形態では、図柄を表すスプライト画像は確率変動図柄と通常図柄とで
区別を設けずに備えられ、確率変動図柄と通常図柄の判別表示は、パレット制御による色
彩変更、またはスプライト制御による所定のマークの重ね合わせ表示により行われる。こ
れにより、確率変動図柄となる図柄が、遊技制御装置１００の機種毎に異なったとしても
、図柄のフォントデータを１種類だけ記憶した同一のフォントＲＯＭ１５７で対応するこ
とができ、またフォントＲＯＭ１５７に記憶しておくデータは必要最小限とすることがで
きる。すなわち、確率変動図柄のデザイン構成と通常図柄のデザイン構成を図柄の大きさ
や図柄内部領域の模様等で特徴づけ、各図柄に予め別のフォントデータを割り当てた場合
には、例えばフォントＲＯＭ１５７に確率変動図柄用の「１」、…のフォントデータと通
常図柄用の「１」、…のフォントデータがそれぞれ必要になるのに対して、本実施の形態
では、図柄「１」、…の１種類のフォントデータだけがあれば足りる。したがって、表示
制御装置１５０のコストを低減できる。また、確率変動図柄となる図柄が頻繁に変更され
る場合にも、容易に対応することができる。
【００７５】
図６は、表示制御装置１５０が受信し得る表示指令信号の具体的構成を示す図表である。
【００７６】
図示されるように、表示指令信号は、第１フレームデータと第２フレームデータとから構
成される。第１フレームデータと第２フレームデータは、一塊りで送信処理され、この第
１フレームデータと第２フレームデータの数値の組み合わせにより、表示指令信号の種類
（内容）が特定される。
【００７７】
表示指令信号としては、電源投入通知指令、変動開始指令、図柄別停止図柄通知、変動停
止指令、デモ画面表示指令、大当たり開始画面表示指令、大当たり動作休止画面表示指令
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、大当たり終了画面表示指令、大当たり図柄番号通知、ラウンド数通知、カウント数通知
が備えられる。
【００７８】
電源投入通知は、遊技制御装置１００の電源が投入されたことを示す信号である。後述す
るように、表示制御装置１５０は、この電源投入通知の受信すると、初期化処理がなされ
るようになっている。
【００７９】
変動開始指令は、左、中、右の全図柄の変動開始を指示する指令信号である。この変動開
始指令は、図柄変動時間（全図柄が変動開始してから、全図柄が変動停止するまでの時間
）を特定する情報（時間特定情報）を備え、さらに場合により、演出装置の動作パターン
（例えば音出力装置からの音出力）を特定する情報（演出パターン選択データ）を備える
。例えば、図表の各変動開始指令は、指令信号名称欄のかっこ内に示された秒数を図柄変
動時間として指令する時間特定情報を持つ信号である。この変動開始指令の受信により、
表示装置２０の表示は、図７（ａ）に示す全図柄停止の状態から、図７（ｂ）に示す図柄
変動状態に移行する。
【００８０】
図柄別停止図柄通知は、左、中、右の各図柄（表示領域）の図柄変動後、停止したときに
表示すべき停止図柄を指定する情報（停止態様決定情報）と、停止図柄の色彩を特定する
情報（色彩情報）とを持つ指令信号である。この図柄別停止図柄通知としては、左、中、
右の各図柄のそれぞれに対応して、左停止図柄通知、中停止図柄通知、右停止図柄通知の
３種類が設けられる。各停止図柄通知は、色彩まで含めて停止図柄に１対１で対応する。
例えば、図表に示すように、第１フレームデータ＝４０Ｈ、第２フレームデータ＝００Ｈ
の図柄別停止図柄通知は、左停止図柄通知であり、停止図柄「赤色の０」に対応する。そ
して、遊技制御装置１００は、その機種に応じて、表示されうる停止図柄（色彩まで含む
）に対応する停止図柄通知のみを備えることになる。
【００８１】
変動停止指令は、全図柄の完全停止を指示する指令信号である。後述するように、この変
動停止指令は、変動開始指令により指示された図柄変動時間経過のタイミングで送信され
る。この変動停止指令の受信により、左、中、右の全図柄は、図７（ｃ）または（ｄ）の
ように完全停止する。なお、図７（ｃ）には、図柄が揃わない外れ表示を、図７（ｄ）に
は３つの図柄が揃った大当たり表示をそれぞれ示す。
【００８２】
デモ画面表示指令は、デモ画面の表示を指示する指令信号であり、遊技機（遊技制御装置
１００）の機種毎に別個の信号が設けられている。例えば、各デモ画面表示指令として、
図６に示すように、第２フレームデータの値が異なる３種類のデモ画面表示指令が設けら
れる。そして、各デモ画面表示指令は、図８（ｅ）～（ｇ）に示すような、異なる機種（
ＣＲ花満伝説１、ＣＲ花満伝説２、花満伝説Ａ）毎に固有の３種類のデモ画面に、それぞ
れ対応している。そして、遊技制御装置１００は、その機種に応じて、いずれか１種類の
デモ画面表示指令を送信可能となっている。
【００８３】
表示制御装置１５０は、デモ画面表示指令の種類に応じて、対応するデモ画面が表示され
るように、表示装置２０を制御する。また、表示制御装置１５０は、デモ画面表示指令に
基づいて遊技機の機種を確認し、デモ画面表示終了後も、確認された機種に応じた表示を
行う。例えば、確率変動図柄を、機種毎に色を変えて（あるいはマークを付けて）表示す
る。または、図柄の形状、数、配列等を、機種に応じて変更する。
【００８４】
なお、デモ画面は、遊技が休止状態にあるとき（遊技が行われていないと思われるとき）
に遊技機の表示装置２０に表示される画面であり、後述するように、遊技機への電源投入
直後や、図柄変動（始動口１４への入賞）が所定時間以上にわたってない場合に表示され
る。また、機種によっては、デモ画面表示を行う際に、前回に停止表示された特別図柄（
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電源投入時においては予め定められた外れの組み合わせの特別図柄）をデモ画面のアニメ
ーションに重ねて表示する場合もある。
【００８５】
大当たり開始画面表示指令は、例えば図９（ｋ）に示すような大当たり開始画面の表示を
指示する指令信号である。後述するように、この大当たり開始画面表示指令は、大当たり
状態の開始時に送信される。
【００８６】
大当たり動作休止画面表示指令は、大当たりの各ラウンド間のインターバルに表示される
大当たり動作休止画面の表示を指示する指令信号である。
【００８７】
大当たり終了画面表示指令は、大当たり終了画面の表示を指示する指令信号である。大当
たり終了画面は、大当たり状態の終了時に表示される画面で、例えば図８（ｈ）～（ｊ）
に示すように、大当たり後に移行する状態（確率変動状態、通常状態、ボーナス遊技）に
対応して異なる画面が備えられる。これらの各大当たり終了画面には、それぞれ異なる大
当たり終了画面表示指令が対応し、表示制御装置１５０は、受信した大当たり終了画面表
示指令の種類に応じて、対応する大当たり終了画面を表示するようになっている。
【００８８】
ここで、図８（ｊ）の画面で移行が報知されるボーナス遊技とは、電動ゲート（普通変動
入賞装置）１５の開放時間延長（または開放頻度の増加）によって、始動口１４への入賞
チャンスが通常の遊技に比較して増大する状態を言う。このボーナス遊技状態は、大当た
り終了画面に表示される回数（図８（ｊ）の画面では４０回）だけ、特別図柄の変動がな
されるまで継続する（特別図柄が変動し始めてから全停止するまでを１回と数える）。こ
の継続回数は、遊技状態に応じて、機種毎に異なる選択範囲から、機種毎に異なるパター
ンで選択される。すなわち、ボーナス遊技を報知する大当たり終了画面は、各機種毎に異
なり得る表示となっている。
【００８９】
また、本実施の形態では、図８（ｊ）のようなボーナス遊技に関する大当たり終了画面は
、各機種で共通のものが用いられる。このため、表示制御装置１５０は、大当たり表示画
面を機種に応じて適切に選択して表示する必要があるが、大当たり終了画面表示指令は、
継続回数の表示も含めて大当たり終了画面と１対１で対応しているので（言い換えれば、
ボーナス遊技の継続回数に関する情報も大当たり終了画面表示指令に含まれているので）
、表示制御装置１５０は、特に機種に応じた変更を要することなく、適切な画面選択を行
うことができる。
【００９０】
このように、遊技状態の変化（例えばボーナス遊技への移行）が各機種固有のパターンで
行われる場合でも、その後の遊技状態を報知する表示（例えばボーナス遊技への移行とそ
の継続回数を示す画面表示）に１対１で対応する表示指令信号を備えることにより、表示
制御装置１５０側に変更を加えることなく、各機種固有の遊技状態の変化パターン（例え
ばボーナス遊技の継続回数の選択パターン）を、遊技制御装置１００側で自在に設定でき
る。
【００９１】
大当たり図柄番号通知、ラウンド数通知、カウント数通知は、それぞれ大当たり図柄番号
および大当たり図柄の色彩情報、ラウンド数、カウント数を表示制御装置１５０に通知す
るための信号である。これらの各通知は、大当たり状態の各ラウンド開始時毎に送信され
る。表示制御装置１５０は、これらの通知の情報に基づいて、大当たり動作中画面を、表
示装置２０に表示する。大当たり動作中画面は、例えば図９（ｌ）に示すように、色彩情
報により特定された色彩の大当たり図柄番号「３」、その時点でのラウンド数「１０Ｒ」
、同じくその時点でのカウント数「５個」を画面内に盛り込んだ画面であり、大当たりの
各ラウンド進行中に表示される。
【００９２】
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図１０は、遊技制御装置１００における遊技制御の処理手順を示すフローチャートである
。
【００９３】
ステップＳ１では、ＲＡＭ１１３のクリア等の初期化処理が行われる。
【００９４】
ステップＳ２では、電源投入通知指令を表示制御装置１５０に向けて送信する。
【００９５】
ステップＳ３では、特別図柄始動記憶があるか否かの判定がなされ、始動記憶がなければ
ステップＳ４に進む。
【００９６】
このステップＳ４では、監視タイマがタイムアップしているか否かを確認し、タイムアッ
プしていなければ監視タイマを減算更新してステップＳ３に戻る。一方、監視タイマがタ
イムアップしていれば、表示制御装置１５０に向けて、デモ画面表示指令を送信して、ス
テップＳ３に戻る。これにより、始動口１４への入賞が監視タイマのタイムアップ時間（
３０秒）の間にわたってない場合（遊技が休止状態にあるとき）には、表示装置２０には
、その機種固有のデモ画面表示がなされる。
【００９７】
また、電源投入直後には、ステップＳ４で迅速にデモ画面表示指令の送信がなされるよう
に、上述のステップＳ１の初期化処理においては、監視タイマをタイプアップさせておく
。これにより、電源投入直後は特別図柄始動記憶はないので、ステップＳ４で直ちにデモ
画面表示指令の送信がなされることになる。あるいは、電源投入後、最初のステップＳ４
の処理では、無条件にデモ画面表示指令が送信されるようにしてもよい。
【００９８】
このように、遊技制御装置１００の電源投入あるいはリセット直後、あるいは遊技が休止
状態にあるときには、デモ画面が表示されるので、遊技者（あるいは検査機関の検査者）
は、このデモ画面により、遊技機の機種を知ることができる。
【００９９】
ステップＳ３、ステップＳ４のループは、特別図柄始動記憶が発生するまで繰り返される
。なお、いったんデモ画面表示指令の送信がなされた後は、そのループの中のステップＳ
４では、特に処理は行われない。
【０１００】
ステップＳ３の判定で特別図柄始動記憶の存在が確認された場合には、ステップＳ５に進
む。このステップＳ５では、図柄停止情報の設定処理が行われる。
【０１０１】
具体的には、まず、最も古い特別図柄始動記憶に基づいて、大当たりの抽選を行う。続い
て、この抽選結果に基づいて、左、中、右の各図柄の停止図柄を決定する。また、図柄変
動時間を決定する。また、場合により、変動動作中における演出装置の動作（音出力装置
からの効果音の出力、各種装飾表示装置（サイドランプ４１等）の装飾動作）も併せて決
定する。そして、このように決定された変動時間、演出装置の動作パターン、停止図柄に
基づいて、表示指令信号（変動開始指令および図柄別停止図柄通知）を編集する。最後に
、これらの処理の終了したら、最も古い特別図柄始動記憶を消去し、図柄変動時間に相当
する時間を制御タイマにセットする。
【０１０２】
ステップＳ６では、ステップＳ３で編集した表示指令信号の送信処理を行う。具体的には
、まず変動開始指令の送信を行い、その後、２ミリ秒間隔で、左、中、右の各図柄別停止
図柄通知の送信を行う。そして、変動開始指令送信のタイミングから制御タイマの減算更
新を開始し、この制御タイマがタイムアップした時点で、変動停止指令を送信する。
【０１０３】
ステップＳ７では、監視タイマに３０秒をセットし直す。これにより、次回のステップＳ
４では、再び監視タイマが３０秒から減算更新される。
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【０１０４】
ステップＳ８では、ステップＳ５でなされた大当たりの抽選の結果、大当たりが発生した
か否かを判定する。そして、大当たりが発生している場合には、ステップＳ９に進み、大
当たりが発生していない場合には、ステップＳ３に戻る。
【０１０５】
ステップＳ９では、大当たり中の各種処理を行う。
【０１０６】
具体的には、まず大当たりの開始に当たっては、表示制御装置１５０に大当たり開始画面
表示指令を送信し、表示装置２０に大当たり開始画面を表示させるとともに、大入賞口ソ
レノイド１２Ａへの制御信号送信により特別変動入賞装置１２を開放させる。そして、大
当たりの各ラウンド毎に、特別変動入賞装置１２を開閉するとともに、表示制御装置１５
０に向けてラウンド数通知、大当たり図柄番号通知を送信する。また、表示制御装置１５
０に向けては、各ラウンドにおけるカウント数の更新毎にカウント数通知を送信し、また
各ラウンドのインターバル開始時には大当たり動作休止画面表示指令を送信し、さらに最
終ラウンドの終了時には大当たり終了画面表示指令を送信する。
【０１０７】
図１１、図１２は、表示制御装置１５０における表示制御の処理手順を示すフローチャー
トである。
【０１０８】
図１１のフローチャートは、表示制御装置１５０に電源投入がなされたとき（図１２のス
テップＳ２２参照）、あるいは表示制御装置１５０のＣＰＵ１５１がノイズ等により強制
的にリセットされたときに実行される処理の処理手順を示すものである。
【０１０９】
このステップＳ１１では、ＲＡＭ１５３のクリア等の初期化処理が行われる。
【０１１０】
続くステップＳ１２では、通信割り込みを許可し、表示制御装置１５０を遊技制御装置１
００からの表示指令信号を受け付けられる状態とする。
【０１１１】
ステップＳ１３では、表示装置２０へテストパターン（色合いを検査するために用いられ
る所定の表示）を表示する。このテストパターンの表示は、次回の表示指令信号を受信す
るまで継続される。
【０１１２】
図１２のフローチャートは、遊技制御装置１００から表示指令信号の送信を受けた場合の
処理手順を示すものである。なお、表示制御装置１５０が遊技制御装置１００からの通信
割り込みが許可されている状態であれば（図１１のステップＳ１１参照）、この処理は、
任意の表示指令信号を受信したときに強制的に実行開始される。
【０１１３】
このステップＳ２１では、受信した表示指令信号の種類を判定し、表示指令信号の内容に
応じて、以下のステップへの分岐処理を行う。
【０１１４】
　電源投入通知指令を受信した場合には、ステップＳ２２に進み、電源投入時画面表示処
理を行う。具体的には、上述した図１１のステップＳ１１～ステップＳ１３と同様の処理
を行い、次回の表示指令信号を受信するまで、ステップＳ１３のテストパターン表示処理
を継続する。なお、テストパターン以外の表示が行われているときに電源投入通知指令を
受信した場合には、その表示からテストパターン表示への強制的切り替えがなされる。
【０１１５】
デモ画面表示指令を受信した場合には、ステップＳ２３に進み、その時点で表示されてい
る画面を、受信したデモ画面表示指令に対応する機種のデモ画面に切り替える。すなわち
、デモ画面表示指令に含まれている画面指定番号に対応するデモ画面に画面表示を切り替
えることにより、遊技機の機種に対応したデモ画面表示がなされる（図８（ｅ）～（ｆ）
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参照）。また、この画面指定番号により遊技機の機種を特定し、記憶する。このデモ画面
表示は、次回の表示指令信号受信まで継続される。
【０１１６】
変動開始指令を受信した場合には、ステップＳ２４に進み、その時点で表示されている画
面を、左、中、右の全図柄の変動開始の画面に切り替える。続くステップＳ２５では、変
動開始指令に含まれる時間特定情報（図柄変動時間を特定するためのデータ）に基づいて
、図柄変動時間（全図柄が変動開始してから変動停止するまでの時間）を設定する。続く
ステップＳ２９においては、変動開始指令に含まれる情報（時間特定情報、演出パターン
選択データ）に適合するように、図柄の変動パターンを選択する。そして、ステップＳ３
０において、ステップＳ２９で選択された変動パターンにより、図柄変動の画面表示を行
う。この変動パターンによる変動図柄表示処理は、次回の表示指令信号（左停止図柄通知
）受信まで継続される。なお、この変動図柄表示処理においては、デモ画面表示指令によ
り特定された機種に応じて、その機種固有の図柄表示（確率変動図柄の表示、図柄の形状
、数、配列順序の変更等）を行う。
【０１１７】
左停止図柄通知を受信した場合には、ステップＳ２６に進み、この左停止図柄通知に基づ
いて左停止図柄を設定する。続くステップＳ２９においては、左停止図柄通知に含まれる
色彩情報に基づいて、左停止図柄の色彩を設定し直す。そして、ステップＳ３０では、設
定し直された変動パターンにより変動図柄表示処理を、次回の表示指令信号（中停止図柄
通知）受信まで継続する。
【０１１８】
同様に、中停止図柄通知、右停止図柄通知を受信した場合には、それぞれステップＳ２７
、ステップＳ２８に進み、停止図柄通知に基づいて中停止図柄、右停止図柄を設定し、ス
テップＳ２９において中、右停止図柄の色彩を再設定し、ステップＳ３０において変動図
柄表示処理を、次回の表示指令信号受信まで継続する。
【０１１９】
図柄変動停止指令を受信した場合には、ステップＳ３１に進み、図柄変動停止処理を実行
する。具体的には、左、中、右の各図柄を、各図柄別停止図柄通知で指定された図柄で完
全に停止させる（図７（ｃ）または（ｄ）参照）。
【０１２０】
ラウンド数通知、大当たり図柄番号通知、カウント数通知を受信した場合には、それぞれ
ステップＳ３２、ステップＳ３３、ステップＳ３４に進み、ラウンド数の設定、大当たり
図柄の設定（大当たり図柄の色彩設定も含む）、カウント数の設定を行う。そして、ステ
ップＳ３２～３４のいずれかに続くステップＳ３２においては、設定されているラウンド
数、大当たり図柄、カウント数に基づいて、大当たり動作中画面の表示を行う（図９（ｌ
）参照）。この大当たり動作中画面の表示処理は、次回の表示指令信号の受信があるまで
継続される。なお、表示指令信号として、新たなラウンド数通知、大当たり図柄番号通知
、カウント数通知があれば、ステップＳ３２～３４での設定がし直され、この設定し直さ
れた内容（ラウンド数、カウント数の更新、大当たり図柄の修正）を反映した表示が継続
される。
【０１２１】
大当たり開始画面表示指令、大当たり動作休止画面表示指令、大当たり終了画面表示指令
を受信した場合には、それぞれステップＳ３６、ステップＳ３７、ステップＳ３８に進み
、大当たり開始画面の表示、大当たり動作休止画面の表示、大当たり終了画面の表示を行
う。これらの表示処理は、いずれも次回の表示指令信号受信まで継続される。
【０１２２】
以上のような構成により、表示制御装置１５０は、複数の機種の遊技機（遊技制御装置１
００）に対応可能なものとできる。
【０１２３】
具体的に、本実施の形態では、デモ画面表示指令は、遊技機（遊技制御装置１００）の機
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種毎に別個の信号とされ、図柄別停止図柄通知は、停止図柄およびその色彩毎に別個の信
号とされる。すなわち、表示指令信号として、機種毎に異なり得る表示（デモ画面表示、
停止図柄の表示）に１対１で対応するものが備えられる。これにより、表示制御装置１５
０は、各機種固有の画面表示（デモ画面表示、図柄の停止表示）に直接対応した指令信号
（デモ画面表示指令、図柄別停止図柄通知）に基づいて、これらの表示指令信号に１対１
で対応する画面を表示するように、表示装置２０を制御することができる。したがって、
表示制御装置１５０は、機種に対応した画面を、確実に選択して表示することができる。
【０１２４】
また、デモ画面表示指令の画面指定番号は、機種自体を特定可能な情報であるので、表示
制御装置１５０は、デモ画面表示指令で遊技機の機種を確認することにより、デモ画面表
示終了後の表示も、確認された機種に応じた適切なものとできる。
【０１２５】
また、図柄別停止図柄通知、大当たり図柄番号通知を、それぞれ停止図柄、大当たり動作
中画面内の大当たり図柄に色彩まで含めて１対１に対応させたことにより、例えばノイズ
等で表示制御装置１５０の機種に関する記憶が初期化されてしまい、図柄に割り当てるべ
き色彩が不明となってしまった場合でも、停止図柄、大当たり図柄の色彩は、図柄変動、
大当たりの各ラウンド毎に再設定される。したがって、停止図柄、大当たり図柄は、確実
に機種に対応した正しい色彩で表示され、大当たりが発生した場合には、停止図柄、大当
たり図柄の色を、その大当たりが確率変動を伴うものであるか否かに確実に対応したもの
とできる。
【０１２６】
一方、表示制御装置１５０における制御（画面表示）が各機種で同一のものに対しては、
表示指令信号は共通のものとなっている。すなわち、電源投入通知指令、変動開始指令、
変動停止指令、大当たり開始画面表示指令、大当たり動作休止画面表示指令、大当たり終
了画面表示指令、ラウンド数通知、カウント数通知としては、各機種毎で共通の表示指令
信号が用いられる。したがって、表示制御装置１５０は、複数の機種に対応できるもので
あるにもかかわらず、構成を簡略化できる。
【０１２７】
そして、このように、表示制御装置１５０を複数機種の遊技機（遊技制御装置１００）に
適用可能とすることにより、１種類の表示制御装置１５０を効率的に大量生産することが
でき、生産効率向上によるコスト削減を図ることができる。また、複数機種の遊技機に対
して、１種類の表示制御装置１５０を検査すればよくなるので、検査機関による検査の労
力が低減される。
【０１２８】
図１３には、本発明の他の実施の形態における表示制御装置１５０を示す。
【０１２９】
図示されるように、本実施の形態の表示制御装置１５０は、図３の構成に加えて、設定ス
イッチ１５９と、この設定スイッチ１５９の入力信号を変換するインターフェース部１６
０と、不揮発性の記憶素子であるＥＥＰＲＯＭ１６１とを備えている。また、本実施の形
態では、電源投入通知指令に、機種を特定するための情報（機種特定情報）が含まれてい
る。具体的には、電源投入通知指令の第２フレームデータには、図６のように固定値（８
０Ｈ）を格納されるのではなく、機種ごとに異なる値が格納されている。さらに、電源投
入通知指令以外の表示指令信号は、総ての機種で共通となっている。例えば、デモ画面表
示指令も機種ごとに異なるものとされない。
【０１３０】
表示制御装置１５０は、常態ではＥＥＰＲＯＭ１６１の書き換えができないようになって
いるが、設定スイッチ１５９が押されている場合（スイッチオンの場合）には、電源投入
通知指令に含まれている機種特定情報を、機種特定情報記憶手段であるＥＥＰＲＯＭ１６
１に記憶することができる状態となる。具体的に、表示制御装置１５０に機種特定情報を
記憶させるには、設定スイッチ１５９を押しながら、遊技制御装置１００の電源を入れ直
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す。これにより、遊技制御装置１００から機種特定情報を含んだ電源投入通知指令が送信
されてくるので、表示制御装置１５０は、この機種特定情報をＥＥＰＲＯＭ１６１に書き
込む。このような書き込みがなされたら、設定スイッチ１５９の押し下げを解除し（スイ
ッチオフとし）、通常状態に戻る。
【０１３１】
表示制御装置１５０は、この機種特定情報と表示指令信号とに基づいて画面（機種固有の
画面あるいは共通の画面）を選択し、表示装置２０に表示する。すなわち、本実施の形態
では表示指令信号は全機種で共通であるが、表示制御装置１５０はＥＥＰＲＯＭ１６１に
記憶された機種特定情報により機種を判別することができるので、表示制御装置１５０は
、機種固有の画面表示の制御を適切に行うことができる。また、この場合、電源投入通知
指令に機種特定情報を含ませているので、表示制御装置は、遊技機の制御開始直後から機
種特定が可能となる。
【０１３２】
このように本実施の形態では、表示指令信号は電源投入通知指令以外は全機種共通のもの
とでき、総数を減らすことができるので、遊技機の開発における労力が低減され、開発効
率が高められる。
【０１３３】
また、本実施の形態では、設定スイッチ１５９の押し下げ時にのみ、ＥＥＰＲＯＭ１６１
への機種特定情報の書き込みがなされるようにすることにより、設定スイッチ１５９が押
し下げられていない通常状態においては、ノイズや不正行為等によってＥＥＰＲＯＭ１６
１内の機種特定情報が変更されることがないようになっている。ただし、この設定スイッ
チ１５９は、ノイズ等の影響が無視できるような環境においては、必ずしも設ける必要は
ない。この場合には、電源投入通知指令があった場合には、無条件に機種特定情報が更新
されることになる。
【０１３４】
なお、上記各実施の形態では、図柄別停止図柄通知、大当たり図柄番号通知には、それぞ
れ、停止図柄とその色彩、大当たり図柄とその色彩を特定可能な情報を含めるようにした
が、本発明はこのような形態に限られず、これら図柄別停止図柄通知や大当たり図柄番号
通知には、遊技機の機種自体を特定可能な情報を含ませるようにしてもよい。これにより
、表示制御装置１５０は、図柄変動や大当たり発生毎に、機種の再確認をすることができ
る。
【０１３５】
また、色彩情報または機種の種類自体を特定可能な情報を含ませる表示指令信号は、図柄
別停止図柄通知や大当たり図柄番号通知に限られない。遊技の進行中に送信される他の表
示制御信号、例えば変動開始指令や変動停止指令に、色彩情報または機種の種類自体を特
定可能な情報を含ませるようにしてもよい。なお、色彩情報または機種の種類自体を特定
可能な情報を含ませる表示指令信号は、送信頻度が大きなものであることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における弾球遊技機の遊技盤を示す正面図である。
【図２】同じく弾球遊技機の制御系を示す構成図である。
【図３】同じく表示制御装置の構成を示す構成図である。
【図４】同じく表示装置における表示原理を示す説明図である。
【図５】同じく確率変動図柄と通常図柄の判別表示方法を示す説明図である。
【図６】同じく表示指令信号の具体的構成を示す図表である。
【図７】同じく表示装置における表示を示す説明図である。
【図８】同じく表示装置における表示を示す説明図である。
【図９】同じく表示装置における表示を示す説明図である。
【図１０】同じく表示制御の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】同じくリセット時の表示制御の処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】同じく表示指令信号受信時の表示制御の処理手順を示すフローチャートである
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【図１３】本発明の他の実施の形態における表示制御装置の構成を示す構成図である。
【符号の説明】
２０　表示装置
１００　遊技制御装置
１５０　表示制御装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】



(19) JP 4160688 B2 2008.10.1

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０９－２２５０９９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－３０８９８８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１５１２４５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１１７４１３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１２７８８６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０２４１４３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A63F   7/02


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

